
 

 
 

支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

１７６ 脳梗塞に対するエダラボン注射液とオザグレルナトリウム注射液等

の併用投与について 

 

《令和６年５月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

脳梗塞に対する次の薬剤の併用投与は、原則として認められる。 

⑴ エダラボン注射液（ラジカット注等）とオザグレルナトリウム注射液

（カタクロット注射液等） 

⑵ エダラボン注射液（ラジカット注等）とアルガトロバン水和物注射液

（ノバスタンＨＩ注等） 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

エダラボン注射液は、フリーラジカルを消去し、脂質過酸化を抑制する作用

により脳細胞や神経細胞の酸化による傷害を抑える作用を有する脳保護薬で

ある。一方、オザグレルナトリウム注射液はトロンボキサン合成酵素阻害作用

を介した抗血小板療法薬、アルガトロバン水和物注射液は抗トロンビン作用

を介した抗凝固療法薬であり、それぞれ作用機序が異なることから脳梗塞急

性期において、エダラボン注射液とこれらの医薬品との併用は有用である。 

以上のことから、エダラボン注射液と、オザグレルナトリウム注射液又はア

ルガトロバン水和物注射液の併用投与は、原則として認められると判断した。 
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